
三役・再任用短時間職員を除く任命権者職員数（令和4年4月1日現在）

（注）併任職員を除く

採用者数（会計年度任用職員以外の常勤職員） 退職者数（会計年度任用職員以外の常勤職員）

常勤職員389人

区　分 新規採用職員

区　　　　　分 職員数

新規採用職員（任期付） 再任用職員

行政職

技能労務職

合計

22人

0人

22人

0人

0人

0人

4人

1人

5人

議会事務局

市長事務部局

教育委員会事務局

選挙管理委員会事務局（注）

監査委員事務局

農業委員会事務局（注）

公営企業事務局

合　　　　計

6人

297人

60人

0人

3人

1人

22人

389人

（地方公務員法第22条の2第1項に 
規定する会計年度任用職員）会計年度任用職員144人

区　　　　　分 職員数

議会事務局

市長事務部局

教育委員会事務局

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

農業委員会事務局

公営企業事務局

合　　　　計

0人

110人

32人

0人

0人

0人

2人

144人

区　分 行政職

定年退職

その他の退職

合計

8人

8人

16人

技能労務職

0人

0人

0人

合計

8人

8人

16人

任免および職員数

10.9日（変則勤務の職場などを除く）

勤務時間

職員一人あたりの平均年次有給休暇取得日数

育児休業の取得者数

区　分 育児休業取得者

人　数 男性3人　女性9人

育児部分休業取得者

男性0人　女性4人

部分休業取得者

0人

1週間の勤務時間　38時間45分（1日あたり7時間45分）

基本的な勤務時間　午前8時30分～午後5時（休憩時間：午後0時15分～午後1時）

※施設などにより変則勤務の場合があります。

勤務時間・条件

扶養手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当など、該当する職員に条例で定められた算定方法に基づく額が支

給されます。

※給与は給料と諸手当の

合計額です。

※期末手当と勤勉手当は

含まれていません。

常勤職員の初任給、平均年齢・給料および給与月額

諸手当

区　分 初任給

一般行政職

技能労務職

大学卒

短大卒

高校卒

高校卒

188,700円

165,900円

154,900円

151,900円

平均年齢

42.69歳

51.67歳

平均給料月額

309,687円

315,900円

平均給与月額

355,937円

355,754円

給与

自主開催研修

区　　分 主な内容・派遣先

管理・監督職研修、文書事務研修など 30回

回数

649人

60回

90回

97人派遣研修 福岡県市町村職員研修所、市町村職員中央研修所など

合　　　　　　　　　　　　　　計 746人

延べ受講人数

総事業費　3,319,340円

職員研修

職務に専念する義務の免除 430件 営利企業などの従事の許可 3件

条例により、研修を受ける場合、厚生に関する計画

の実施に参加する場合などに、職務に専念する義務

が免除されることがあります。

職員は、営利企業の役員になることや報酬を得て事

業や事務に従事することはできません。ただし、職務遂

行に影響がなく、地方公務員としての信用を傷つける

おそれがない場合は、許可されることがあります。

服務

区分

市の助成金

決算

6,909,950円

区分

会員の掛金

決算

6,888,900円

区分

勤務条件に関する措置の要求

件数

0件

区分

不利益処分に関する審査要求

件数

0件

会員の福利厚生に関する事業の実施、相互扶助と

親睦を図ることを目的に、会員の掛金と市の助成金で

運営しています。

職員互助会

職員は全体の奉仕者の立場から労働基本権の一部

が制限されているため、中立的機関の公平委員会へ

身分上、経済上の権利・利益の保護を求めることがで

きます。

公平委員会

健康診断受診者数 354人

区分

公務災害

件数

1件

区分

通勤災害

件数

1件

職員の健康管理

福岡県市町村職員共済組合に加入し、共済組合が

短期給付（医療）、長期給付（年金）、福祉事業（健康保

持増進事業、貸付事業など）をしています。

共済制度

職員が、公務中または通勤中に被災した場合、受け

た傷病の治療費などが補償されます。

公務災害・通勤災害

福祉・利益の保護

太宰府市職員の退職管理に関する条例に基づき、公表します。 届出件数 0件

退職管理

区分 降任

人数 0人

免職

0人

休職

8人

降給

0人

合計

8人

区分 戒告

人数 0人

減給

0人

停職

0人

免職

0人

合計

0人

分限処分 懲戒処分

分限・懲戒処分

行政総務課 人事係（☎内線508）

令和4年度市職員の給与や勤務条件などをお知らせします
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届
け
出
が
必
要
な
例

・
相
手
が
い
る
交
通
事
故
に
あ
っ

た
。

・
他
人
か
ら
暴
力
を
受
け
た
。

・
他
人
の
ペ
ッ
ト
に
か
ま
れ
た
。

・
飲
食
店
で
食
中
毒
に
な
っ
た
。

届
け
出
が
な
い
と

加
害
者
へ
適
切
な
請
求
が
で
き

ま
せ
ん
。
本
来
、加
害
者
が
負
担
す

べ
き
医
療
費
を
市
が
負
担
す
る
た

め
、将
来
の
税
率
に
影
響
し
ま
す
。

注
意
点

・
保
険
証
使
用
前
や
示
談
前
に
市

へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

・
交
通
事
故
の
場
合
、任
意
加
入
の

保
険
会
社
に
届
け
出
を
代
行
し

て
も
ら
え
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

負
傷
原
因
を
調
査
し
て
い
ま
す

け
が
や
病
気
の
原
因
が
第
三
者

行
為
で
は
な
い
か
調
査
書
を
送
付

し
て
い
ま
す
。
届
い
た
人
は
回
答

し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
者
　
国
民
年
金
第
１
号
被
保

険
者
で
平
成
31
年
２
月
１
日
以

降
に
妊
娠
85
日(
４
カ
月
)以
上

で
出
産
し
た
人
、
出
産
予
定
が

あ
る
人

※

死
産
・
流
産
・
早
産
を
含
み
ま
す
。

必
要
書
類
　
本
人
確
認
書
類
、
出

産(
予
定
)日
が
分
か
る
書
類

免
除
期
間

・
出
産(
予
定
)月
の
前
月
か
ら
４

カ
月
間

例

11
月
の
出
産
は
10
月
~
１
月

ま
で
免
除
さ
れ
ま
す
。

・
多
胎
妊
娠
の
場
合
は
出
産(
予
定
)

月
の
３
カ
月
前
~
６
カ
月
間

例

11
月
の
双
子
出
産
は
８
月
~

１
月
ま
で
免
除
さ
れ
ま
す
。

※

産
前
産
後
で
免
除
さ
れ
た
期
間

は
保
険
料
納
付
済
み
と
し
て
老

齢
基
礎
年
金
の
受
給
額
に
反
映

さ
れ
ま
す
。

※

保
険
料
を
前
納
し
て
い
る
場
合

は
返
金
さ
れ
ま
す
。

森
林
環
境
税
が
課
税
さ
れ
ま
す

東
日
本
大
震
災
復
興
基
本
法
に

基
づ
き
、
平
成
26
年
度
か
ら
10
年

間
、
臨
時
的
に
市
・
県
民
税
の
均

等
割
が
１
千
円
引
き
上
げ
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
こ
の
措
置
が
終
了

し
、
令
和
６
年
度
か
ら
森
林
環
境

税
が
年
間
一
人
１
千
円
課
税
さ
れ

ま
す
。(
市
・
県
民
税
が
非
課
税
の

人
に
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
)

森
林
環
境
税
は
国
税
で
、
税
収

は
森
林
環
境
譲
与
税
と
し
て
都
道

府
県
・
市
区
町
村
へ
譲
与
さ
れ
、

森
林
整
備
・
人
材
育
成
・
木
材
利
用
・

普
及
啓
発
の
取
り
組
み
な
ど
に
活

用
さ
れ
ま
す
。

配
当
や
株
式
譲
渡
に
よ
る
所
得
へ

の
課
税
方
式
の
選
択
が
廃
止
さ
れ

ま
す令

和
６
年
度
か
ら
特
定
配
当
等

及
び
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額

に
対
し
て
、
所
得
税
と
市
・
県
民

税
の
異
な
る
課
税
方
式
を
選
択
す

る
こ
と
は
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

確
定
申
告
す
る
と
、
市
・
県
民

税
の
合
計
所
得
金
額
に
も
算
入
さ

れ
ま
す
。

扶
養
控
除
や
配
偶
者
控
除
の
適

用
、
非
課
税
判
定
、
国
民
健
康
保

険
税
や
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
、
介
護
保
険
料
な
ど
の
算
定
、

各
種
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
影
響
が
出

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

国
外
に
住
む
親
族
の
扶
養
控
除
の

適
用
要
件
が
見
直
さ
れ
ま
す

30
歳
以
上
70
歳
未
満
の
国
外
居

住
親
族
に
係
る
扶
養
控
除
等
の
適

用
要
件
が
令
和
６
年
度
か
ら
厳
格

化
さ
れ
ま
す
。

被
扶
養
者
の
新
し
い
要
件
　
次
の

①
~
③
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な

い
と
、
扶
養
控
除
等
の
適
用
が

で
き
ま
せ
ん
。

①
留
学
に
よ
り
非
居
住
と
な
っ
た

人
②
障
が
い
者

③
納
税
義
務
者
か
ら
前
年
中
に
生

活
費
ま
た
は
教
育
費
に
充
て
る

た
め
の
支
払
い
を
38
万
円
以
上

受
け
て
い
る
人

※
要
件
の
確
認
に
は
、
親
族
関
係

や
送
金
を
確
認
す
る
書
類
が
必

要
で
す
。
詳
し
く
は
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

令
和
６
年
度
か
ら
、
次
の
３
つ
の
点
で
税
金
の
制
度
が
変
わ
り
ま
す
。

償
却
資
産
と
は
、
個
人
ま
た
は
法

人
で
工
場
や
商
店
、
ア
パ
ー
ト
、
駐

車
場
な
ど
を
経
営
す
る
人
が
、
事
業

の
た
め
に
用
い
る
構
築
物
や
機
械
お

よ
び
装
置
、
工
具
、
器
具
・
備
品
な

ど
で
す
。

申
告
が
必
要
な
人

・
令
和
６
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内

で
事
業
を
営
ん
で
い
る
個
人
ま
た

は
法
人

・
令
和
６
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内

で
事
業
は
営
ん
で
い
な
い
が
、事
業

用
の
償
却
資
産
を
貸
し
付
け
て
い

る
個
人
ま
た
は
法
人

申
告
期
間
　
令
和
６
年
１
月
４
日
㈭

~
31
日
㈬

申
告
方
法
　
毎
年
申
告
し
て
い
る
人

に
は
12
月
に
案
内
を
郵
送
し
ま

す
。
新
た
に
申
告
が
必
要
な
場
合

や
案
内
が
届
か
な
い
場
合
は
税
務

課
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

償
却
資
産
保
有
状
況
の
調
査
に
協
力

し
て
く
だ
さ
い

適
正
・
公
平
な
課
税
を
す
る
た

め
、
固
定
資
産
の
保
有
状
況
に
つ
い

て
実
地
調
査
ま
た
は
固
定
資
産
台
帳

の
郵
送
に
よ
る
簡
易
調
査
を
行
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

交
通
事
故
や
け
ん
か
、
暴
力
な
ど
の
第
三
者
行
為
で
負
傷
し
た
時
、

国
民
健
康
保
険
の
保
険
証
で
治
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
必
ず

市
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

産
前
産
後
期
間
の
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
を
希
望
す
る
人
は
、
届

け
出
て
く
だ
さ
い
。
出
産
予
定
日
の
６
カ
月
前
か
ら
国
保
年
金
課
窓
口

で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

発
送
時
期
　
令
和
５
年
８
月
~
11

月
診
療
分
の
医
療
費
通
知
は
、

令
和
６
年
２
月
中
旬
に
発
送
し

ま
す
。

　
　
な
お
、
12
月
診
療
分
の
医
療

費
通
知
は
確
定
申
告
の
時
期
に

は
届
き
ま
せ
ん
の
で
、
受
診
時

の
領
収
証
な
ど
を
保
管
し
て
く

だ
さ
い
。

再
発
行
で
き
ま
す

　
医
療
費
通
知
を
紛
失
し
た
場
合

は
再
発
行
で
き
ま
す
の
で
市
へ
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
申
請
か

ら
３
週
間
ほ
ど
か
か
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
例
年
、
確
定
申
告
の
時

期
に
集
中
し
、
通
常
よ
り
時
間
が

か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
、
加
入
者
へ
医
療
費
通
知

を
年
３
回(
７
月
・
11
月
・
翌
年
２
月
)発
送
し
て
い
ま
す
。
医
療
費
控
除

の
明
細
書
と
し
て
申
告
手
続
き
に
使
用
で
き
ま
す
。

制度利用のイメージ

① 交通事故などの

　  第三者行為の発生

② 国保が医療費を
　　一部負担する
　　（医療機関に支払い）

③ 市に届け出る
　  （傷病届を提出）

④ 国保加入者（被害者）に
　　代わって医療費を請求

国保加入者
（被害者）

太宰府市 国保

加害者

森林環境税は国税です
年間1,000円/人

市区町村

国

都道府県

森林環境譲与税として へ譲与

森林整備・木材利用・人材育成・普及啓発の取り組み
に活用

市区町村・都道府県

林野庁
ホームページ

行政

令和6年度から税金の制度が変わります

税務課　市民税係（☎内線330・331・336） ページID：31190

国民健康保険に加入している人へ
交通事故などで負傷したら届け出てください
国保年金課　国保年金係（☎内線313） ページID：1367

令和6年1月1日現在、償却資産を所有する人は申告してください

税務課　固定資産税係（☎内線333・337） ページID：1691 手続き

手続き

手続き 手続き

国保年金課国保年金係（☎内線306）
南福岡年金事務所　国民年金課☎（552）6128

ページID：2985

産前産後期間の国民年金保険料が免除されます後期高齢者医療加入者へ
医療費通知を発送します

国保年金課　公費医療係（☎内線305・315）

税の制度改正前後の比較

森林環境税（国税）

市
民
税

県
民
税

3,000円

改正前
（H26～R5年度）

改正後
（R6年度～）

合　　　計

3,000円

500円 −

−

1,500円 1,500円

500円

1,000円

5,500円 5,500円

均等割

復興財源分

均等割

復興財源分

−
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自
分
の
身
体
を
知
り

介
護
予
防
の
対
策
を
学

ぶ
教
室
で
す
。
体
力
測

定
や
口
腔
機
能
・
身
体

測
定
、紙
面
で
の
チ
ェ
ッ

ク
、
簡
単
な
運
動
を
行

い
ま
す
。

対
象
者
　
65
歳
以
上
の

市
民

定
員
　
各
日
20
人

参
加
方
法
　
高
齢
者
支

援
課
へ
電
話
で
事
前

申
し
込
み

申
込
期
間
　
12
月
４
日

㈪
午
前
９
時
~
８
日

㈮
午
後
５
時

対
象
者
　
本
年
度
、40
歳
、50
歳
、

60
歳
、70
歳
に
な
る
市
民

※

本
年
４
月
頃
以
降
、
市
内
に

転
入
し
た
人
も
対
象
で
す
。

保
健
セ
ン
タ
ー
で
受
診
券
を

発
行
で
き
ま
す
。
受
診
券
を

紛
失
し
た
人
も
電
話
で
再
発

行
を
受
け
付
け
ま
す
。

※

生
活
保
護
世
帯
の
人
は
無
料

で
受
診
で
き
ま
す
。
事
前
に

保
健
セ
ン
タ
ー
で
手
続
き
し

て
く
だ
さ
い
。

受
診
方
法
　
歯
科
医
療
機
関
へ

事
前
予
約
し
、
受
診
券
と
本

人
確
認
書
類
、
５
０
０
円
を

持
っ
て
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

受
診
期
限
　
令
和
６
年
２
月
29

日
㈭

申
請
期
間
　
12
月
１
日
㈮

~
令
和
６
年
１
月
31
日

㈬
対
象
者
　
本
年
５
月
１
日

~
申
請
時
点
、
太
宰
府

市
内
で
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
を
利

用
契
約
し
て
い
る
人
。

家
庭
用
・
事
業
用
は
問

い
ま
せ
ん
。

補
助
額
　
１
契
約
に
つ
き

１
回
限
り
５
千
円

※

チ
ラ
シ
は
一
部
の
市
公

共
施
設
に
配
架
し
て
い

ま
す
。

申
請
期
間
　
12
月
11
日
㈪

~
令
和
６
年
１
月
31
日

㈬
申
請
方
法
　
郵
便
ま
た
は

信
書(
宅
配
便
な
ど
)に

て
。
12
月
４
日
㈪
か
ら

申
請
用
紙
を
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
の

で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て

く
だ
さ
い
。

※

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

用
で
き
な
い
場
合
は
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

入
札
参
加
資
格
有
効
期
間

令
和
６
年
４
月
１
日
~

令
和
８
年
３
月
31
日

対
象
者
　
本
年
10
月
１
日
現
在
、
本
市
住

民
基
本
台
帳
に
登
録
が
あ
る
65
歳
以
上

の
高
齢
者
が
い
る
世
帯
の
世
帯
主
。

※

た
だ
し
、
令
和
５
年
度
太
宰
府
市
エ
ネ

ル
ギ
ー
・
食
料
品
価
格
等
高
騰
低
所
得

世
帯
支
援
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
人

は
除
き
ま
す
。

給
付
額
　
１
世
帯
当
た
り
１
万
円(
５
０

０
円
券×
20
枚
)

給
付
方
法
　
12
月
初
旬
に
、
対
象
世
帯
へ

ゆ
う
パ
ッ
ク
で
順
次
送
付
し
ま
す
。

不
在
な
ど
で
商
品
券
を
受
け
取
れ
な
か
っ

た
場
合

①
郵
便
局
に
再
配
達
を
依
頼
す
る
。

②
郵
便
局
で
受
け
取
る
。

　
不
在
連
絡
票
・
認
印
・
本
人
確
認
書
類(
運

転
免
許
証
な
ど
)
が
必
要
で
す
。
詳
し

く
は
郵
便
局
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

筑
紫
野
郵
便
局
☎
０
５
７
０(
９
４
３
)

３
８
４

使
用
期
間
　
12
月
１
日
㈮
~
令
和
６
年
２

月
29
日
㈭

※

使
用
期
間
内
の
み
有
効
で
す
。
使
用
で

き
な
い
商
品
も
あ
り
ま
す
。
券
の
裏
面

に
記
載
し
て
い
ま
す
。

使
用
で
き
る
店
舗
な
ど
　
市
内
取
扱
登
録

店
舗
・
事
業
所
。
商
品
券
送
付
時
に
一

覧
表
を
同
封
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

・
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎
０
５
７
０
(
５
５

０
)２
５
５

・
相
談
窓
口
は
太
宰
府
市
役
所
４
階
４
０
２

会
議
室

※

い
ず
れ
も
平
日
の
開
庁
時
間
中

本
年
６
月
~
７
月
に
受
け
付
け
て
い
た
令
和
の
都
だ

ざ
い
ふ
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
価
格
高
騰
対
策
補
助
金
を
受
給
し
て

い
な
い
人
を
対
象
に
、
追
加
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

す
で
に
受
給
し
た
人
は
対
象
外
で
す
。

市
が
発
注
す
る
建
設
工
事
部
門
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

部
門
、
物
品
・
役
務
部
門
の
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請

を
受
け
付
け
ま
す
。

市
内
の
大
学
と
市
、
地
域
が
連
携

す
る
太
宰
府
キ
ャ
ン
パ
ス
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
会
議
に
よ
る
キ
ャ
ン
パ
ス

フ
ェ
ス
タ
２
０
２
３
を
開
催
し
ま
す
。

当
日
は
各
大
学
の
学
科
や
サ
ー
ク

ル
に
よ
る
ス
テ
ー
ジ
発
表
や
模
擬

店
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
を
行
い

ま
す
。
学
生
に
限
ら
ず
ど
な
た
で
も

参
加
で
き
ま
す
。
申
込
不
要
で
す
。

ぜ
ひ
来
場
し
て
く
だ
さ
い
。

開
催
日
時
　
12
月
16
日
㈯
午
前
11
時

~
午
後
４
時

開
催
場
所
　
い
き
い
き
情
報
セ
ン

タ
ー

参
加
費
　
無
料
(
一
部
模
擬
店
は
有

料
)

本
年
６
月
に
対
象
者
に
市
内
の
歯
科
医
療
機
関
で
使
え
る
歯
科

検
診
受
診
券
を
郵
送
し
ま
し
た
。

日
本
人
の
40
歳
以
上
の
約
８
割
が
歯
周
病
に
罹
っ
て
い
る
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。５
０
０
円
で
あ
な
た
の
お
口
の
中
を
確
認
し
て
み
ま

し
ょ
う
。

募
集
期
間
　
12
月
５
日
㈫
~
令
和
６

年
１
月
８
日
㈪

素
案
の
公
表
方
法
と
場
所

・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

・
市
内
の
公
共
施
設
13
カ
所
に
設
置

意
見
を
提
出
で
き
る
人

①
市
内
に
住
所
が
あ
る
人

②
市
内
に
事
務
所
や
事
業
所
を
持
つ

個
人
、
法
人
、
そ
の
他
団
体

③
市
内
の
事
務
所
ま
た
は
事
業
所
に

勤
務
す
る
人

④
市
内
の
学
校
に
在
学
す
る
人

⑤
本
市
に
納
税
義
務
が
あ
る
人

⑥
利
害
関
係
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

人
意
見
の
提
出
方
法
　
専
用
意
見
箱
へ

投
函
・
窓
口
・
郵
送
・
フ
ァ
ク
ス
・

メ
ー
ル

提
出
先
　
介
護
保
険
課
介
護
保
険
係

　(
９
２
５
)０
２
９
４

　kaigo@city.dazaifu.lg.jp

高
齢
者
福
祉
の
推
進
を
目
的
に
、
令
和
６
年
度
~
８
年
度
を
計
画
期
間
と

す
る「
太
宰
府
市
高
齢
者
支
援
計
画(
高
齢
者
福
祉
計
画
・
第
９
期
介
護
保
険
事

業
計
画
)」の
素
案
を
作
成
し
ま
し
た
。

皆
さ
ん
の
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

自
宅
の
玄
関
付
近
に
取
り
付
け
を
お

願
い
し
て
い
る
住
居
番
号
表
示
板
な
ど

を
定
期
的
に
取
り
替
え
て
い
ま
す
。
長

年
経
過
す
る
と
塗
装
の
脱
色
な
ど
で
住

居
表
示
が
不
明
瞭
に
な
り
ま
す
。
本
年

度
は
次
の
と
お
り
取
り
替
え
ま
す
。

対
象
区
域
　
大
佐
野
１
丁
目
~
６
丁
目

作
業
期
間
　
12
月
上
旬
~
令
和
６
年
２

月
下
旬

委
託
業
者
　
丸
菱
航
業
㈱

北
九
州
市
小
倉
北
区
昭
和
町
13-

７

☎
０
９
３(
９
２
１
)３
２
９
２

※

委
託
業
者
は
腕
章
・
従
事
者
証
を
携

帯
し
て
い
ま
す
。
不
明
な
点
が
あ
れ

ば
市
民
課
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

高齢者支援課　高齢者支援係　☎（929）3210

取扱店取扱店
高齢者物価高騰緊急支援券高齢者物価高騰緊急支援券

令和の都
だざいふ

令和５年 令和６年

取扱店舗 ・ 事業所はこのポスターが目印です

行政

物価高騰緊急支援対策として高齢者のいる世帯へ商品券を給付します

高齢者支援課　高齢者支援係　☎（929）3210 ページID：31661 福祉

手続き
産業振興課　商工・農政係（☎内線486）

ページID：31252

LPガス補助金の申請を忘れていませんか

管財課　契約係（☎内線504）
ページID：24804

入札参加資格申請を受け付けます

住居番号表示板を取り替えます

市民課　市民係（☎内線303）

転ばんための体力測定を開催します

イベント
国際・交流課　国際・交流係（☎内線482）

ページID：9857

キャンパスフェスタ2023を開催します

元気づくり課　☎（928）2000
ページID：21240

歯科検診の受診はお済みですか？

健康

健康

介護保険課　介護保険係（☎内線370）
ページID：31545

太宰府市高齢者支援計画素案に対する
パブリック・コメントを募集します

行政行政

日時・場所

受付時間 9：30～9：45 9：30～9：45

日程

場所

開始時間

12月21日㈭

いきいき情報
センター

10：00～12：00 10：00～12：00

12月25日㈪

総合体育館
（とびうめアリーナ）

※両日の参加はできません。

FAX

太宰府市役所　代表電話 (921)2121  FAX (921)1601市ホームページアドレス　https://www.city.dazaifu.lg.jp/ 1819 広報だざいふ 2023.12 （令和 5 年）広報だざいふ 2023.12 （令和 5 年）


